
～ 行政・施策説明 ～ 
「学生アルバイトの労働条件の確保に向けた 

国の取組について」 

厚生労働省労働基準局労働条件政策課 

労働条件確保改善対策室長 

水畑 順作 

 厚生労働省 「アルバイトの労働条件を確かめよう！」   
  キャラクター 「たしかめたん」 
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 本日の説明事項 

 

  １ 大学生等に対するアルバイトに関する意識等 

    調査の結果 
 

  ２ 意識等調査の結果を受けた厚生労働省の取組 
 

  ３ 「アルバイトの労働条件を確かめよう！」 

    キャンペーンについて 
 

  ４ 各大学・短大・専門学校の皆様へ 
 

  ５ 各大学等と労働局の連携 
 

  ６ 相談対応マニュアルについて 
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１ 大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査結果 

 ※大学生等1,000人を対象とした意識等調査を実施（平成27年８月～９月） 
      インターネットでの調査であり、アルバイトを複数経験した学生もいたことから延べ件数は1,961件。     
  上記は経験したアルバイトの延べ件数を記載。 

 

大学生等に対する意識等調査の結果は、以下のとおりであった。 
 
 １ 学生が経験した業種 
   「コンビニエンスストア」、「学習塾」、「スーパーマーケット」、「居酒屋」の順であった。 
 

 ２ 労働条件の明示について 
   労働条件を書面で示しておらず(58.7％)、口頭ですら示されていないものもあった(19.1％） 
 

 ３ 学生が経験したアルバイトのうち、48.2％で何らかの労働条件に関するトラブルがあったと回答。 
   ・トラブルのうち、労働基準法違反のおそれがあるものとしては、 
    「準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった」 (13.6％)、「１日に労働時間が６時間を超えても休憩時間がな 
     かった」（8.8％）、「実際に働いた時間の管理がなされていない（例えばタイムカードに打刻した後に働かされたな 
     ど)」（7.6％）、「時間外労働や休日労働、深夜労働について割増賃金が支払われなかった」（5.4％） などであった。 
 

   ・その他、労使間のトラブルとしては、 
         「採用時に合意した以上のシフトを入れられた」（14.8％）、「一方的に急なシフト変更を命じられた」（14.6％）、 
             「採用時に合意した以外の仕事をさせられた」（13.4％）、「一方的にシフトを削られた」（11.8％）  

        など、シフトや仕事内容についてのものが多かった。 
 
 

 ４ アルバイトによる学業への支障については、主なものとして以下の回答があった。 
  ・試験の準備期間や試験期間に休みをもらえない、シフトを入れられた、シフトを変更してもらえなかった。 
   ・ｼﾌﾄを多く入れられたり、他の人の代わりに入れられたり、変更してもらえなかった等のため授業に出られなかった。 
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２ 意識等調査の結果を受けた厚生労働省の取組 
 

○事業主団体・業界団体に対する文書要請を実施（実施済） 
    ⇒要請内容は、 
       ①労働基準関係法令の遵守や、 
       ②学生の本分である学業に支障を来さないよう、シフトの設定上の配 
           慮をすること  など 
    ※経済団体：日本経済団体連合会、日本商工会議所、 全国中小企業団体中央会 
    ※業界団体：コンビニエンスストア、学習塾、スーパーマーケッ ト、居酒屋などの団体 

  ⇒業界団体への要請は文部科学省と連携して実施 
     なお、業界団体への要請を受け、業界独自に自主勉強会を実施した団体もあった。 
    （厚生労働省からも担当者が出席し、労働関係法令について説明を実施） 
 

○以下の取組を実施済、もしくは実施中 
 ・大学生等向けのチラシ・冊子等の作成 

  ⇒作成したリーフレットについては、文部科学省と連名で各大学等へ周知済 

   （多くの大学等で新入生ガイダンスなどの機会に周知いただきました。） 
 ・大学・高校等への労働法制の普及にかかる講師派遣や、セミナー等の実施による 
  周知・啓発 
  ・相談への的確な対応 
  ・法違反が疑われる企業に対する優先的な監督指導の実施 

 ・「アルバイトの労働条件を確かめよう！」キャンペーンの実施（後述） 
  ・大学等が加盟する団体の会議の機会を活用した周知・啓発 4 



３「アルバイトの労働条件を確かめよう！」 
キャンペーンについて 

 

○対象期間：平成28年４月１日～同年７月31日 
 

○実施事項： 

  ・学生アルバイト向けの「労働条件通知書」を掲載したリーフレット等の 
   新入生ガイダンス等での、学生への配布や、大学、公共機関等で 
  の掲示による周知・啓発 

  ・都道府県労働局による大学等への出張相談の実施 
  ・総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生から 
   の労働相談に重点的に対応 
   ※実施にあたっては、事前に文部科学省と厚生労働省の連名で協力を要請 
 

  ・厚生労働省・都道府県労働局のほか、全国大学生活協同組合連合会、 
   全国社会保険労務士会、日本行政書士会連合会、（公社）全国 

   求人情報協会などの関係機関においても、独自の取組を実施。 
 

○本年度のキャンペーンについては終了しているが、都道府県労働局に対して 
   は、引き続き大学等と連携した取組を行うよう指示している。 
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４ 各大学・短大・専門学校の皆様へ 
＜厚生労働省・都道府県労働局の取組＞ 
  厚生労働省及び都道府県労働局においては、学生アルバイトの労働条件の確
保に向け、引き続き、数々の取組を行っているところです。 

  各大学等の皆様におかれましても、厚生労働省の施策をご活用いただくととも
に、施策の実施にあたり、ご協力をいただきますようお願いいたします。 
 
 

 ○労働法セミナーの実施（厚生労働省委託事業：専門家の派遣）（資料１） 

  
 

 ○都道府県労働局職員による出前講座（労働局職員の派遣）（資料２） 
 

 ○ポスター・リーフレットの目に付きやすい場所への掲示及び学生への配布 
 

 ○大学等への出張相談時における相談ブース設置場所の確保、 

  出張相談実施のアナウンス 等（アルバイトの労働条件を確かめようキャンペーン時） 

 

 御不明な点は、都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へお問い合わせ
ください。（連絡先は資料３のとおり） 

わかりやすい労働条件セミナー 
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５ 各大学等と労働局の連携 
○学生アルバイトの労働条件の確保にあたっては、各大学等と労働 

   局との連携が重要。（労働局に対して実施したアンケート結果は以下のとおり） 
 

＜連携の好事例＞ 
 ・出張相談の案内を全学生に対して一斉メールで周知いただいた。 

 ・県内の大学の学生課担当職員が集まる協議会に労働局職員が参加し、労働 

  局の取組を紹介し、理解の促進に努めた。 

 ・労働局と大学がタイアップのうえ、出張相談等について、両者のHPに掲載し、 

  TVや新聞にも取り上げられ、多大な周知が図れた。 

 ・出張相談にあたって、地方自治体・大学・労働局の３者が協力して実施した。 
 

＜今後の課題＞ 

 ・一部の大学では、出張相談・講師派遣のご協力をいただけなかった。 

 ・出張相談の場所の確保について、ご配意いただきたい。 

 ・出張相談・セミナー開催の周知について、ご協力をいただきたい。 
 

 ⇒引き続き、労働局と緊密な連携をお願いいたします。 7 



６ 相談対応マニュアルについて 
 

＜相談対応マニュアル作成の背景＞  

・厚生労働省において、大学等の教職員の方との意見交換を行ったところ、「学生 

 からアルバイトについて相談を受けても、どう対応すればいいのかわからない。」 

 との声が寄せられたところ。 
 

・厚生労働省においては、学生に最も身近な機関である大学等において、アルバ 

 イトに関する相談が寄せられた際の第一次的窓口機能を強化していただくべく、 

 参考となるマニュアル（相談先などをまとめたもの）を作成し、各大学等へお示し 

 することとしたもの。 

＜マニュアルの内容＞ 
・ 学生アルバイトに関するトラブル事例の紹介や、実際に学生からアルバイトに関 

 する相談が寄せられた際の対応方法（専門の行政機関等の紹介）、各行政機関 

 を活用した解決事例などをとりまとめたもの。（おって、配布と厚生労働省HPに掲載予定） 

 

・日頃から、関係行政機関の業務内容や管轄する機関の連絡先を確認 

 しておくことも必要。 
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 ご清聴ありがとうございました。 
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資料２

HTC138
長方形

HTC138
長方形

HTC138
長方形



資料３
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